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情　　報

一般乗合旅客自動車運送事業の路線の休廃止届出に係る意見聴取概要の公表について

タクシーの運賃改定要請（申請）について（山梨地区）

一般貸切旅客自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分等の状況について

一般貨物自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分等の状況について
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一般乗合旅客自動車運送事業の路線の廃止届出に係る

意見聴取概要の公表について

道路運送法第１５条の２第２項に基づき意見聴取を実施したので、道路運送

法施行規則第１５条の９第２項により、下記のとおり公表する。

１．届出の件名､事案番号及び一般乗合旅客自動車運送事業者名

件 名：一般乗合旅客自動車運送事業の路線の廃止

事案番号：２５Ｃ０５

事業者名：小田急バス 株式会社

２．意見の聴取の日時及び場所（地域協議会において行った場合には､その旨）

令和７年１１月６日（木曜日）

１０時００分から（新宿区）

１０時３０分から（渋谷区）

１１時００分から（世田谷区）

１１時３０分から（調布市）

１３時００分から（杉並区）

１３時３０分から（稲城市）

１４時００分から（東京都）

※上記を予定していたが、書面による意見となった。

３．意見の聴取に出席し、又は意見を記載した書類を提出した被聴取者の氏名又は

名称及び住所

・東京都知事 東京都新宿区西新宿２－８－１

・新宿区長 東京都新宿区歌舞伎町１－４－１

・渋谷区長 東京都渋谷区宇田川町１－１

・世田谷区長 東京都世田谷区世田谷４－２１－２７

・調布市長 東京都調布市小島町２－３５－１

・杉並区長 東京都杉並区阿佐谷南１－１５－１

・稲城市長 東京都稲城市東長沼２１１１
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４．陳述の要旨

別紙、意見の陳述書のとおり
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一般乗合旅客自動車運送事業の路線の廃止届出に係る

意見聴取概要の公表について

道路運送法第１５条の２第２項に基づき意見聴取を実施したので、道路運送

法施行規則第１５条の９第２項により、下記のとおり公表する。

１．届出の件名､事案番号及び一般乗合旅客自動車運送事業者名

件 名：一般乗合旅客自動車運送事業の路線の廃止

事案番号：２５Ｃ０６

事業者名：神奈川中央交通 株式会社

２．意見の聴取の日時及び場所（地域協議会において行った場合には､その旨）

令和７年１１月６日（木曜日）

１５時００分から（東京都）ＡＢ聴聞室

１６時００分から（八王子市）ＡＢ聴聞室

※上記を予定していたが、書面による意見となった。

３．意見の聴取に出席し、又は意見を記載した書類を提出した被聴取者の氏名又は

名称及び住所

・東京都知事 東京都新宿区西新宿２－８－１

・八王子市長 東京都八王子市元本郷３－２４－１

４．陳述の要旨

別紙、意見の陳述書のとおり
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運賃ブロック 交通圏 要請（申請）状況
要請（申請）から
３ヶ月経過する日

山梨地区 甲府、東八・東山、峡西、峡北、峡南、東部・富士北麓交通圏 令和７年１１月２８日要請（申請） 令和８年２月２７日（金）

（参考）

運賃適用地域 適用地域（営業区域）

甲府交通圏

東八・東山交通圏

峡西交通圏

峡北交通圏

峡南交通圏

東部・富士北麓交通圏

南巨摩郡南部町、早川町及び身延町

大月市、都留市、富士吉田市、上野原市、北都留郡小菅村、丹波山
村及び南都留郡忍野村、富士河口湖町、道志村、鳴沢村、西桂町、
山中湖村

山梨地区

運賃改定要請（申請）状況

市町村名

韮崎市及び北杜市

甲府市、甲斐市、中央市及び中巨摩郡昭和町 

山梨市、甲州市及び笛吹市 

南アルプス市、西八代郡市川三郷町及び南巨摩郡富士川町
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　自動車運送事業安全監理室

(事業者)

（本社営業所）

10点

10点

注　違反点数については過去３年間の処分を累計していますが、一定の要件を満たすことに
より点数が消滅することがあります。(一般貸切旅客自動車運送事業者に対する行政処分等
の基準について２．（４）但し書き参照)

（５）主な違反の条項 旅客自動車運送運輸規則第24条

（６）違反行為の概要

　令和7年6月16日、定期的な監査を実施。5件の違反が認
められた。(1)点呼の実施等義務違反(旅客自動車運送事
業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第24条)､(2)業務の記録保存
義務違反(運輸規則第25条第2項)､(3)運行記録計による記
録義務違反(運輸規則第26条第1項)､(4)運転者に対する指
導監督等義務違反(運輸規則第38条第1項)､(5)定期点検整
備等の未実施(運輸規則第45条)

（７）違反点数付与状況
当該行政処分により当該営業所に付された違反点数

当該事業者の累積点数

（２）事業者の氏名又は名称 株式会社永楽観光バス（法人番号：8030001063639）　代表者　劉　宏岩

（３）事業者及び当該行政処分等
　　　に係る営業所の所在地

千葉県野田市中根214-22

千葉県野田市中根214-22

（４）行政処分等の内容 輸送施設の使用停止　　　　 　100日車

令和7年11月26日

一般貸切旅客自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分等の状況について

　関東運輸局

（１）行政処分等の年月日 令和7年11月26日
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　自動車運送事業監査室

(事業者)

（本社営業所）

4点

23点

令和7年11月26日

一般貸切旅客自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分等の状況について

　東京運輸支局

（１）行政処分等の年月日 令和7年11月26日

（２）事業者の氏名又は名称 株式会社朝陽観光バス（法人番号：4030002038445）　代表者　浮舟　崇弘

（３）事業者及び当該行政処分等
　　　に係る営業所の所在地

東京都足立区大谷田4-10-9

東京都足立区大谷田4-10-9

（４）行政処分等の内容
処分日車数40日車のため、一般貸切旅客自動車運送事業
者に対する行政処分等の基準3.(6)により文書警告

注　違反点数については過去３年間の処分を累計していますが、一定の要件を満たすことに
より点数が消滅することがあります。(一般貸切旅客自動車運送事業者に対する行政処分等
の基準について２．（４）但し書き参照)

（５）主な違反の条項 旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2項

（６）違反行為の概要

　令和7年5月20日及び令和7年5月28日、定期的な監査を
実施。3件の違反が認められた。(1)運転者に対する指導
監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規
則｣)第38条第1項)､(2)高齢運転者に対する特別な指導義
務違反(運輸規則第38条第2項)､(3)高齢運転者に対する適
性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)

（７）違反点数付与状況
当該行政処分により当該営業所に付された違反点数

当該事業者の累積点数
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　自動車運送事業監査室

(事業者)

（松戸営業所）

1点

1点

令和7年11月26日

一般貸切旅客自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分等の状況について

　千葉運輸支局

（１）行政処分等の年月日 令和7年11月26日

（２）事業者の氏名又は名称 サクラ運輸株式会社（法人番号：5030001094240）　代表者　謝　志勇

（３）事業者及び当該行政処分等
　　　に係る営業所の所在地

千葉県白井市平塚1931

千葉県松戸市古ヶ崎4-3542-5

（４）行政処分等の内容
処分日車数10日車のため、一般貸切旅客自動車運送事業
者に対する行政処分等の基準3.(6)により文書警告

注　違反点数については過去３年間の処分を累計していますが、一定の要件を満たすことに
より点数が消滅することがあります。(一般貸切旅客自動車運送事業者に対する行政処分等
の基準について２．（４）但し書き参照)

（５）主な違反の条項 道路運送法第15条第3項

（６）違反行為の概要

　令和7年5月15日及び令和7年6月5日、定期的な監査を実
施。4件の違反が認められた。(1)事業計画の事前変更届
出違反(道路運送法第15条第3項)､(2)運送引受書の記載事
項の不備(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)
第7条の2第1項)､(3)業務の記録の記録事項の不備(運輸規
則第25条第2項)､(4)運行指示書の記載事項の不備(運輸規
則第28条の2第1項)

（７）違反点数付与状況
当該行政処分により当該営業所に付された違反点数

当該事業者の累積点数
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　自動車運送事業監査室

(事業者)

（本社営業所）

0点

0点

令和7年11月26日

一般貸切旅客自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分等の状況について

　埼玉運輸支局

（１）行政処分等の年月日 令和7年11月26日

（２）事業者の氏名又は名称 漆原　博

（３）事業者及び当該行政処分等
　　　に係る営業所の所在地

埼玉県川越市古谷上6083-7M-2-204

埼玉県入間郡越生町成瀬中河内255-1

（４）行政処分等の内容 文　書　警　告

注　違反点数については過去３年間の処分を累計していますが、一定の要件を満たすことに
より点数が消滅することがあります。(一般貸切旅客自動車運送事業者に対する行政処分等
の基準について２．（４）但し書き参照)

（５）主な違反の条項 道路運送法第15条第4項

（６）違反行為の概要

　令和7年8月20日及び令和7年9月17日、定期的な監査を
実施。4件の違反が認められた。(1)軽微事項に係る事業
計画の事後変更届出違反(道路運送法(以下｢運送法｣)第15
条第4項)､(2)安全管理規程の設定･届出義務違反(運送法
第22条の2第1項)､(3)安全統括管理者の選任届出違反(運
送法第22条の2第5項)､(4)運転者に対する指導監督義務違
反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

（７）違反点数付与状況
当該行政処分により当該営業所に付された違反点数

当該事業者の累積点数
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　自動車運送事業監査室

(事業者)

（本社営業所）

0点

8点

令和7年11月26日

一般貸切旅客自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分等の状況について

　埼玉運輸支局

（１）行政処分等の年月日 令和7年11月26日

（２）事業者の氏名又は名称 狭山バス運輸有限会社（法人番号：7030002033666）　代表者　伏川　真由美

（３）事業者及び当該行政処分等
　　　に係る営業所の所在地

埼玉県狭山市柏原448-2

埼玉県狭山市柏原448-2

（４）行政処分等の内容 文　書　警　告

注　違反点数については過去３年間の処分を累計していますが、一定の要件を満たすことに
より点数が消滅することがあります。(一般貸切旅客自動車運送事業者に対する行政処分等
の基準について２．（４）但し書き参照)

（５）主な違反の条項 旅客自動車運送事業運輸規則第24条第6項

（６）違反行為の概要

　令和7年9月22日、定期的な監査を実施。2件の違反が認
められた。(1)点呼状況の録音記録義務違反(旅客自動車
運送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第24条第6項)､(2)ｱﾙ
ｺｰﾙ検査状況の写真記録義務違反(運輸規則第24条第7項)

（７）違反点数付与状況
当該行政処分により当該営業所に付された違反点数

当該事業者の累積点数
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関東運輸局自動車運送事業安全監理室

（１） 行政処分の年月日

（５） 主な違反事項

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

３２点

３２点

運行管理者の講習受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第２３条第１項）

事業計画（自動車車庫）の変更認可違反（貨物自動車運送
事業法第９条第１項）

（７） 違反点数付与状況

当該行政処分により当該営業所に付された違反点数

当該事業者の累積点数（関東運輸局管内）

運行管理者に対する指導及び監督違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第２２条）

点呼記録の不実記載（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条第
5項）

（６） 違反行為の概要

　法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和６年１０月
２日及び令和６年１０月２３日に監査を実施。１４件の違反が認
められた。

乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第３条第４項）

疾病のおそれのある乗務員等の運行業務（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第３条第６項）

点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第７条）

点呼記録の不実記載（貨物自動車運送事業輸送安全規則第
７条第5項）

業務記録の不実記載（貨物自動車運送事業輸送安全規則第
8条）

運行記録計による記録の不正操作（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第9条）

運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第１０条第1項）

高齢運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第１０条第２項）

高齢運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第１０条第２項）

定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第３条の３、道路運送車両法第４８条）

整備管理者の研修受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第３条の５）

（３）
当該行政処分等に係る営
業所の名称及び位置

本社営業所

群馬県前橋市亀里町１３００番地１

（４） 行政処分等の内容
事業の全部停止処分３日間及び輸送施設の使用停止処分２３９日
車

一般貨物自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分等の状況について

令和7年12月1日

（２）
事業者の氏名又は名称及
び主たる事務所の位置

有限会社　タムラ運輸　代表者：田村　豊彦

群馬県前橋市亀里町１３００番地１

- 20 -


